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総務委員会会議記録 
 

                     総務委員会委員長  千葉 秀幸 

 

１ 日時 

  令和７年３月 25 日（火曜日） 

  午後１時31分開会、午後１時43分散会  

２ 場所 

  第１委員会室 

３ 出席委員 

  千葉秀幸委員長、はぎの幸弘副委員長、髙橋はじめ委員、名須川晋委員、岩渕誠委員、 

千葉伝委員、城内愛彦委員、村上秀紀委員、佐々木朋和委員、ハクセル美穂子委員 

４ 欠席委員 

  なし 

５ 事務局職員 

  及川担当書記、谷地担当書記、千葉併任書記、柳原併任書記、石川併任書記 

６ 説明のために出席した者 

 (１) 総務部 

    千葉総務部長、松村理事兼副部長兼総務室長、内城参事兼人事課総括課長、 

佐藤財政課総括課長、多田税務課総括課長 

(２) 復興防災部 

   福田復興防災部長、北島副部長兼復興危機管理室長、 

戸田副部長兼消防安全課総括課長、山本特命参事兼企画課長、 

前田復興くらし再建課総括課長、山﨑被災者生活再建課長、田端防災課総括課長、 

細川消防保安課長 

(３) 警察本部 

天野警務部長、三浦参事官兼警務課長、新沼参事兼会計課長、 

高橋参事官兼交通企画課長、日山参事官兼警備課長 

７ 一般傍聴者 

  なし 

８ 会議に付した事件 

(１) 議案の審査 

 議案第105号 令和６年度岩手県一般会計補正予算（第13号） 

          第１条第１項 

          第１条第２項第１表中 

           歳入 各款 
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           歳出 第２款 総務費 

              第３款 民生費 

              第９款 警察費 

          第２条第２表中 

           第２款 総務費 

           第３款 民生費 

９ 議事の内容 

○千葉秀幸委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。 

 この際、先般の人事異動により、新たに就任された方々を御紹介いたします。 

 天野警務部長から、警察本部の新任の方々を御紹介願います。 

○天野警務部長 警察本部の新任職員を御紹介いたします。 

熊谷秀一刑事部長です。 

加藤秀昭交通部長です。 

前川剛警備部長です。 

太田淳警務部参事官兼首席監察官です。 

三浦正人警務部参事官兼警務課長です。 

藤井章警務部参事兼人財育成課長です。 

新沼角洋警務部参事兼会計課長です。 

鬼柳宜典監察課長です。 

門崎満警務部参事兼情報管理課長です。 

大越剛生活安全部参事官兼生活安全企画課長です。 

岩間茂生活安全部参事官兼地域課長です。 

佐々木秀行生活安全部参事官兼通信指令課長です。 

水沼正彦生活安全部参事官兼人身安全少年課長兼刑事部参事官です。 

阿部好暢刑事部参事官兼刑事企画課長です。 

今野隆志刑事部参事官兼捜査第一課長です。 

向川原学刑事部参事官兼組織犯罪対策課長です。 

長澤秀利刑事部参事兼科学捜査研究所長です。 

高橋紀彦交通部参事官兼交通企画課長です。 

千葉浩哉警備部参事官兼公安課長です。 

日山信夫警備部参事官兼警備課長です。 

原敬則総務課長です。 

佐々木教朗留置管理課長です。 

田中道照県民課長です。 

吉田拡厚生課長です。 

藤島良則生活環境課長です。 
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川上一博サイバー犯罪対策課長です。 

松野隼人捜査第二課長です。 

大倉德詩鑑識課長です。 

中嶋英樹交通規制課長です。 

村上智志交通指導課長です。 

以上で警察本部の紹介を終わります。 

○千葉秀幸委員長 御苦労さまでした。 

以上で、人事紹介を終わります。 

これより、本日の会議を開きます。 

本日は、お手元に配付いたしております日程により、議案の審査を行います。 

議案第 105 号令和６年度岩手県一般会計補正予算第 13号、第１条第１項、同条第２項第

１表歳入歳出予算補正中、歳入各款、歳出第２款総務費、第３款民生費、第９款警察費、

第２条第２表繰越明許費補正中、第２款総務費、第３款民生費を議題といたします。 

当局から提案理由の説明を求めます。 

○佐藤財政課総括課長 議案第105号令和６年度岩手県一般会計補正予算第13号について

御説明申し上げます。 

 今回の補正は、大船渡市林野火災により被災した被災者の救助など、早急に対応が必要

となる予算を計上したものです。 

 議案その５の５ページをごらん願います。まず、第１条ですが、歳入歳出予算の総額に

歳入、歳出それぞれ 15 億 520 万円を追加し、補正後現計を 7,978 億 8,588 万円とするもの

であります。 

 第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分等につきましては、６ページから８ページの第

１表のとおりでありますが、これにつきましては、後ほど予算に関する説明書により御説

明します。 

 ９ページをごらん願います。第２表、繰越明許費補正につきましては、総務委員会の所

管に係るものは、２款総務費の６項復興防災費及び３款民生費の５項災害救助費でありま

して、あわせて４事業を追加しております。 

 11 ページからの第３表、債務負担行為補正につきましては、当委員会の所管に係るもの

はございません。 

 それでは、歳入歳出予算の内容につきまして、予算に関する説明書により御説明申し上

げますので、予算に関する説明書の７ページをごらん願います。９款国庫支出金のうち、

１項国庫負担金につきましては、救助費の補正に伴うものであり、６億 5,335 万円の増額

でございます。 

 次に、８ページの２項国庫補助金につきましては、警察車両の燃料費等の補正に伴うも

のであり、545 万円の増額でございます。 

 次に、９ページの 12 款繰入金、２項基金繰入金につきましては、災害救助基金や財政調
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整基金からの繰入金の補正であり、８億 4,640 万円の増額でございます。 

 以上、御説明したとおり、今回の補正で増額する歳入総額は 15 億 520 万円となっており

ます。 

 続きまして、当委員会所管の歳出につきまして御説明申し上げます。10ページの２款総

務費、６項復興防災費につきましては、県防災ヘリコプターの燃料費等を計上するもので

あり、5,100 万円の増額でございます。 

 11 ページの３款民生費、５項災害救助費につきましては、避難所の設置や応急仮設住宅

の供与のほか、市が行う支援金支給への補助等に要する経費を計上するものであり、13億

7,720 万円の増額でございます。 

 次に 19ページをごらん願います。９款警察費、１項警察管理費につきましては、警察車

両、県警ヘリコプターの燃料費等を計上するものであり、1,300 万円の増額でございます。 

 20 ページの２項警察活動費につきましては、災害警備に必要な活動旅費等を計上するも

のであり、500 万円の増額でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○千葉秀幸委員長 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。 

○城内愛彦委員 ヘリコプターの燃料費についてでありますけれども、実際どれくらいの

時間活動されたのかお伺いしたいと思います。 

○日山参事官兼警備課長 岩手県警察ヘリコプター―ぎんが、それから応援をいただい

た宮城県警察ヘリコプター―まつしまの計２機による運用でございます。ぎんがの飛行

回数は 13回、飛行時間は 23時間 20 分、出動人員は延べ 55 人ということになります。ま

つしまにつきましては、飛行回数は９回、飛行時間は 17 時間 40 分、出動人員は延べ 36

人で実施をしております。 

○細川消防保安課長 県の防災ヘリコプター―ひめかみに関してでございます。手元に

飛行時間に関する資料はございませんが、活動日数は 13 日間、散水量は 10 万 1,400 リッ

トルということで活動しております。 

○千葉秀幸委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○千葉秀幸委員長 ほかになければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○千葉秀幸委員長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可とすることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○千葉秀幸委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案を可とすることに決定い

たしました。 
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 以上をもって付託案件の審査を終わります。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。 


